
号

年 月 日

各課長等　様

軽米町長　　山　本　賢　一

L=20ｍ

L=510ｍ

※　通行に際しては、誘導員の指示に従って通行されるようご協力をお願いいたします。

軽 地 第 828

令和 7 11 12

公印
省略

道路通行禁止・制限通知書

路線名 町道太田糀口線 位　置
　軽米町大字山内第13地割12番地4先～

第14地割68番地1先地内

規制延長

規制区間

令和7年11月10日 令和7年11月12日

令和8年1月12日まで

期　　間 時　　間
禁止又は
制限内容

迂回路の
有無

禁止又は
制限理由

道路標識の
設置年月日

請負業者連絡先

関係機関への
通知年月日

備考

令和7年11月17日から
① 8：30から17：00まで　 片側交互通行 無し

℡　４６－４７４２ ℡　内線 142

水道管埋設に伴
う舗装本復旧工
事のため

(有の場合)
迂回路名

道路管理者連絡先

株式会社　坂本組

℡　０１９５－４５－２１１６

担当者連絡先

軽米町水道事業所 上下水道担当　杣澤



町道 太田糀口線

規制延長 L=  20.0m

規制区間 L=510.0m

道路の名称

町道　太田糀口線

規制期間

～

規制内容

片側交互通行

規制時間

午前８：３０～午後５：００

道路名称及び期間

令和7年11月17日 令和8年1月12日


